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金に係る贈与税について適用する。 

（3）税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等

を使用して、入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件

等を満たすことの確認ができた住宅を、本措置の対象となる既存住宅用家屋等

に含めることとする。 

（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に贈与税の申告書を提出する場合に

ついて適用する。 

３ 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

（1）直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい

て、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死

亡した場合（その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合

を除く。）には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理

残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。 

イ 23 歳未満である場合 

ロ 学校等に在学している場合 

ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 

（注）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した

残額をいう（②において同じ。）。 

② 上記①により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、

贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対

応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象とする。 

（注）上記①及び②の改正は、令和３年４月１日以後の信託等により取得する信

託受益権等について適用する。 

③ 本措置の対象となる教育資金の範囲に、１日当たり５人以下の乳幼児を保

育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の

証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。 

（注）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払われる教育資金について適

用する。 

④ 次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等
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に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供するこ

とができることとする。 

イ 教育資金非課税申告書 

ロ 追加教育資金非課税申告書 

ハ 教育資金非課税取消申告書 

ニ 教育資金非課税廃止申告書 

ホ 教育資金管理契約に関する異動申告書 

（2）直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措

置について、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

① 贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当

該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に

対応する相続税額を、相続税額の２割加算の対象とする。 

（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額

を控除した残額をいう。 

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託等により取得する信託受

益権等について適用する。 

② 受贈者の年齢要件の下限を 18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げる。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後の信託等により取得する信託受益

権等について適用する。 

③ 本措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲に、１日当たり５人以下の乳

幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満

たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。 

（注）上記の改正は、令和３年４月１日以後に支払われる結婚・子育て資金に

ついて適用する。 

④ 次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等

に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供するこ

とができることとする。 

イ 結婚・子育て資金非課税申告書 

ロ 追加結婚・子育て資金非課税申告書 

ハ 結婚・子育て資金非課税取消申告書 



教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 (H25・4・1-.，R3・3・31の措置)

制度の概要
0 親・祖父母(贈与者)は、金融機関(信託銀行・銀行等・証券会社)に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出。

この資金について、子・孫ごとに1，500万円を非課税とする。

0 受贈者:子・孫(0歳-30歳、所得要件:合計所得金額1，000万円以下)

0 贈与者死亡の場合でも、 贈与から3年経過後は、死亡時の残高が相続財産に加算されない。(注1)

また、 加算される場合でも、孫に対する相続税額の2割加算は適用されない。

0 契約終了時(注2)の残高に対して、贈与税を課税。

親・祖父

贈与資金を

預入
教育資金を

夢宅建刃普与

子・孫 一一一一弓〉

(教育費の範囲)

入学金、授業料、塾、習い事など(注3)

金融機関が領収書等を

チェックし、教育目的の
支出であることを確認

口座(金融機関)
小出し A払出し A払出し

(笠主EFiiH ・ H・-ノ\~~主主目的~.....・/ \~誉主旦忠in---MUUMuu-............. ・H ・..

非課税
限度額:1，500万円

※学校等以外の者に支払われる

ものは、 500万円

E 小学校 ~ I I I I I①贈与者の死亡前3年 l
入学資金 ! U I I I 以内の贈与について、 l

I I I 死亡時の残高を相続
大学 : I I I 財産に加算(注1)

: 入学資金 l u z 

; 大学院 1 
1 入学資金 l 契約終了

。 |
教育資金として支出① ② ③ 、 30歳到達時など(注2). ・......................................................................................................................................................................................・

(注1)受贈者が、①23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講してしも場合にも、加算の対象外。
(注2)(1)30歳に達した日(上記(注1)②③に該当する場合を除く)、 (2)30歳に達した日後、上記(注1)②③に該当する日がなくなった年の年末、 (3)40歳に達した日、同)信託財産が零に

なった場合において教育資金管理契約を終了させ石旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日

(注3)23歳以上の受贈者については、①学校等に支払われる費用、②学校等に関連する費用、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限定。 2
(参考)令和2年3月末時点の信託の利用実績契約件数:23万11件、信託財産設定額:約l兆6，702億円

教育資金の一指贈与に係る課税上の問題点(贈与者死t時の残額の扱い)

0 本制度の利用中に贈与者が死亡した場合に、 贈与から3年経過していれば、死亡時点の残額は課税対象とならない。

※贈与者の死亡前3年以内の贈与については、死亡時の残高を相続財産に加算。但し、受贈者が①23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講してし1る場合を除く。

|教育資金の一括贈与(非課税措置)を利用する場合| (参考)必要な都度、教育費を贈与する場合

祖父

0 扶養義務者(親・祖父母)が「必要な都度」、子・孫の教育費を贈与

する場合、贈与税の課税対象とならない。(相続税法21条の3①二)

O 一方、「すぐに使われない教育費Jに相当する財産を贈与した場合には

贈与税の課税対象となる。

(例)祖父力1'1，500万円の教育費の贈与をするつもりで、あったが、必要な都度、
計200万円を贈与。 1，300万円を手元に残して死亡した場合

(例)祖父から1，500万円の非課税贈与を受け、祖父が死亡した際、
1，300万円の残額があった場合(贈与から3年経過)

孫

残額
(1，300万円)

孫 祖父

E
円

却
万

元
明

手

24
i
 

教育費
(必要な都度、計200万円贈与)

死亡 死亡

孫の教育費に充てる必要が生じるまで、贈与者(祖父)が手元

に保有したまま贈与者が死亡した場合、手元財産 (1，300万円)

は相続財産となる

受贈者(孫)が保有する贈与者死亡時の残額 (1，300万円)

贈与か63年経過していれば、相続財産に加算されない

(注)結婚・子育て資金の一括贈与については、贈与者死亡時の残高を相続財

産に加算(贈与から贈与者死亡までの期間を問わない)。 3 
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教育資金の一括贈与による節税的な利用例(贈与者死亡時の残高)

0 死亡前に教育資金を非課税で一括贈与することにより、 相続財産を圧縮し、相続税を節税することが可能。

i【例】

i O祖父の将来の相続財産:5億円 j 
0祖父が孫4人に1，500万円ずつ贈与し、死亡時に相続人(配偶者・子2名)が法定相続分で財産を取得

将来の相続財産

孫 孫 孫 孫

-

千島と

| 相続財産
f一一一一一一一一一一一子ζ一一一一一一一一一一一一一一--.

贈与か53年経過後同亡~ T 相続財産の圧縮分 !

(相続財産への加算なし)i 畠 (企6，000万円) i 
L___園田----ーーニー-----------ーーーー」

相続財産の圧縮による
相続税の節税効果

-一括贈与しない場合:6，555万円

・一括贈与した場合 : 5，310万円

差額 : 1，245万円
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